


一般廃棄物積替え・保管実施計画書

　年　　　月　　　日
久喜市長　　　　　　　あて

住　所
氏　名
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

	[bookmark: _GoBack]積替え・保管する場所
	

	積替え・保管する廃棄物
（該当する項目に☑）
	□　紙くず(古紙)
□　金属くず(缶)
□　古繊維
	□　ガラスくず(びん)
□　その他(    　　　　    　　　)

	略図

	確約事項

（☑の無い場合は受理不能）
	· 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、施行令及び施行規則等の法令を正しく理解し、遵守します。
· 積替え・保管場所の設置については、近隣住民等関係者からの同意を得ています。
· 積替え・保管場所の場内では、積替え及び保管のみを実施します。






